
また重機が転倒 敷鉄板上でバランスを崩す
誘導者の配置なし 安全な作業計画の策定を

いわき市内の道路拡幅工事現場において、敷鉄板を並べる
作業中、ずれた鉄板をドラグ・ショベルのバケットで押して
直そうとしたところ、履帯（クローラー）が鉄板上で滑り、
機体バランスを崩し転倒した。
発生時、誘導者による誘導は行われていなかった。

速報

署長室よりいわきAliosを望む（R05年1月撮影）

検索 いわき労働基準協会
◎リンクはPCから開けます（スマホやタブ
レットでは開けない場合があります）
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◎ 印刷・配布・転載は自由です

福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）実施中

いわき労働基準監督署長から

トラックドライバーの労働時間改善にご協力ください
荷主「物流がなくなれば商売ができなくなる」
令和６年４月１日以降予定されている「自動車運転の業務に対する時間外労
働の上限規制」と「自動車運転者労働時間等改善基準」の拘束時間・休息期間
の規制強化に伴い、労働基準監督署において、荷主となる企業の皆様に対し、
長時間の荷待ち解消などについて要請を行っています。
先日、ある荷主企業に要請を行った際、経営者の「物流業界は厳しい状況に

ある。物流がなくなってしまえば、我々も商売ができなくなる。今のうちに運
送業者からの要望を聴き、できることから順次対応していく」との言葉が強く
印象に残りました。
すでに上記の各種制度の施行まで１年あまりを残すのみです。
トラック運送の荷主の皆様には、運送事業者から意見要望を聴いていただき、
長時間の荷待ち改善等、ドライバーの労働条件改善にご協力をお願いします。

「転倒災害防止」「建設現場」パトロール実施中

「福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）」に伴い、い
わき市内の大規模小売店舗等を営む企業にご協力を頂き、転倒災
害の防止を主眼としたパトロールを実施しました。
いわき労働基準監督署長及び署職員が店舗や食品工場を訪問し、作業場所
や通路等について、つまづき・すべりの原因となる箇所がないか、防滑靴
を使用しているか等について点検を行いました。
終了後には、啓発チラシをお渡しし、職場点検をお願いしました。

イメージ図
（職場のあんぜん
サイトから引用）

STOP！トラックドライバー長時間荷待ち 荷主要請実施中

◎作業場所や作業内容に応じた安全な作業計画を策定！
◎作業計画に基づいた作業を徹底！

重機の転倒事故が続発！重大事故
につながるおそれがあります！

各店舗の皆様、お忙しいなか、パトロールにご協力いただきありがとうございました！

食品工場
を点検

調理室

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001298411.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/001035190.pdf

